
国
土
交
通
省
が
進
め
て
い
る
建
設
業
の
社
会
保
険
未
加
入

対
策
に
つ
い
て
で
す
。

大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
現
場
に
か
か
わ
る
下
請
け
協
力
会

社
で
は
、
従
業
員
の
社
会
保
険
加
入
に
つ
い
て
「
書
類
」

に
よ
る
番
号
提
出
な
ど
で
加
入
状
況
の
確
認
が
す
す
め
ら

れ
、
未
加
入
の
労
働
者
の
現
場
入
場
が
出
来
な
く
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。

▽
健
保
適
用
除
外
は
適
法

通
常
、
社
会
保
険
と
い
う
の
は
労
働
局
管
轄
の
労
災

保
険
と
雇
用
保
険
、
年
金
事
務
所
管
轄
の
健
康
保
険
と
厚

生
年
金
保
険
の
４
保
険
の
総
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
状
況
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。

労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
機

会
に
説
明
す
る
と
し
て
今
回
は
、
健
康
保
険
と
年
金
保
険

に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
、
持
ち
上
が
っ
て
い
る
社
会
保
険
の
未
加
入
問
題

の
中
で
、
常
に
問
題
と
な
る
の
は

▼
「
厚
生
年
金
」
の
未
加
入
→
加
入

の
対
応
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
事
で
あ
り
、

そ
の
方
法
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

○
パ
タ
ー
ン
１

原
則
適
用

厚
生
年
金
と
協
会
け
ん
ぽ
（
年
金
事
務
所
管
轄
の
健

康
保
険
）
を
セ
ッ
ト
で
加
入
す
る
方
法
で
、
一
般
に
言
う

社
会
保
険
の
加
入
を
い
い
ま
す
。

○
パ
タ
ー
ン
２

健
保
適
用
除
外

厚
生
年
金
と
国
保
組
合
（
土
建
国
保
も
そ
の
１
つ
）

を
セ
ッ
ト
で
加
入
す
る

方
法
で
、
現
在
土
建
国
保
に
加
入
し
て
い
る
事
業
主
（
組

合
員
）
と
そ
の
従
業
員
は
、
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
こ
と

を
一
定
の
条
件
（
※
）
の
も
と
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

※
事
業
所
ご
と
の
現
況
に
応
じ
て
対
応
方
法
が
違
い

ま
す
の
で
個
別
に
相
談
を
お
受
け
し
て
ま
す
。

役
所
や
大
手
企
業
な
ど
は
、
パ
タ
ー
ン
１
の
み
が
社

会
保
険
加
入
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
関
係
か

ら
土
建
国
保
を
脱
退
し
て
社
会
保
険
の
原
則
適
用
を
進
め

て
し
ま
う
事
業
主
組
合
員
も
お
り
、
土
建
国
保
を
続
け
な

が
ら
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

身
の
回
り
の
仲
間
の
中
で
、
こ
の
件
で
頭
を
痛
め
て

い
る
事
業
者
が
い
る
場
合
は
、
ぜ
ひ
１
度
組
合
事
務
所
に

相
談
す
る
よ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
い
。支

部
Ｈ
Ｐ
よ
り
引
用

た
ま
が
和

多
摩
川
分
会
新
聞

平
成
２
８
年
１
２
月

第
５
７
号

お
知
ら
せ

来
月
の
予
定

１
月

７
日
（
土
）
・
・
・
・
６
役
会
議

１
月
１
２
日
（
木
）
・
・
・
・
分
執
会
議

１
月
１
８
日
（
水
）
・
・
・
・
集
約
会
議

☆
群
会
議
の
日
程
は
各
群
長
ま
で

社
保
未
加
入
問
題

あ
な
た
の
事
業
所
は
大
丈
夫
？


